
ビジネスえきねっと BTM決済サービス会員規約 

 

 

第１条（法人会員及び決済サービス利用者） 

１ 法人会員とは、出張管理システムを用いた法人向けサービスを提供する旅行会社（以下

「BTM 旅行会社」といいます。）が提供する出張管理システムと、東日本旅客鉄道株式

会社（以下「JR 東日本」といいます。）が提供する法人向け JR 券インターネット申込

サービスをシングルサインオンにてシームレスに利用できるサービス（以下「ビジネス

えきねっと」といいます。）に入会を申込み、かつ、ビジネスえきねっと BTM決済サー

ビス会員規約（以下「本規約」といいます。）を承認の上、BTM旅行会社を通じて株式会

社ビューカード（以下「当社」といいます。）及び BTM旅行会社（以下「両社」といい

ます。）にビジネスえきねっと BTM決済サービス（以下「決済サービス」といいます。）

の入会申込みをされ、両社が入会を認めた法人をいいます。 

２ 決済サービス利用者とは、本規約を承認し法人会員により法人会員の代理人としてビ

ジネスえきねっと及び決済サービスを利用することができる者として指定された法人

会員又はそのグループ法人の役員又は従業員で、法人会員が BTM 旅行会社を通じて両

社に決済サービスの利用を申込み、両社が認めた方をいいます。 

３ 法人会員及び決済サービス利用者を併せて「会員等」といいます。 

４ 会員等と当社との契約は、当社が審査の上、会員等として適格と認めた時に成立します。 

 

第２条（取引時の確認） 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時の確認が当社所定の期間内 

に完了しない場合は、入会をお断りし、又は決済サービスの利用をお断りすることがあり 

ます。 

 

第３条（適用対象） 

本規約は、会員等に適用されます。 

 

第４条（会員等の責任及び法人管理担当者・部署連絡担当者） 

１ 会員等は、事業費決済にのみ決済サービスを利用することができます。ただし、決済サ

ービス利用者が本規約に違反して事業費決済と異なる目的で決済サービスを利用した

場合であっても、会員等は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。 

２ 法人会員は、入会申込書、利用部署登録票、利用者登録票に記載した会社名・住所・代

表者名・電話番号・法人管理担当者名・部署連絡担当者名・利用者名等の事項（以下「諸

届出事項」といいます。）の変更、追加、異動、退会等の手続き及び当社との連絡調整

を行う担当部署及び部署連絡担当者ならびに決済サービス利用者に本規約を順守させ



る義務を負う法人管理担当者（以下「連絡担当者等」といいます。）を指定し、BTM旅行

会社を通じて両社に届け出るものとします。 

３ 法人会員として入会を申込む方は、連絡担当者等を通じて入会申込手続きを行うもの

とします。連絡担当者等は、当社所定の諸届出事項を BTM旅行会社を通じて両社に提出

するものとします。また法人会員は、諸届出事項の手続きを、連絡担当者等が法人会員

に代わって行うことをあらかじめ承諾するものとします。 

４ 連絡担当者等に変更が生じた場合、法人会員は、当社所定の方法により遅滞なく BTM旅

行会社を通じて両社に届け出るものとします。 

 

第５条（お客さま番号等の付与及び管理） 

１ 当社は、法人会員に対し「法人コード」「部署コード」「お客さま番号」「お問い合わせ

番号」を発行し、BTM 旅行会社を通じて法人会員に通知します。法人会員は、当該通知

を受けた場合には、当社所定の方法により、次項により定義する個人名 ID及び部署名

IDごとにログインパスワードを設定するものとします。 

２ 「お客さま番号」には、決済サービス利用者である個人ごとに付与する個人名付与形式

（以下「個人名 ID」といいます。）と、法人会員の部署ごとに付与する部署名付与形式

（以下「部署名 ID」といいます。）とがあり、個人名 IDは、当該個人名 IDを付与され

た決済サービス利用者である個人本人のみが使用することができ、それ以外の者は、た

とえ決済サービス利用者としての登録を受けている者であっても、使用することはで

きません。また、部署名 ID は、当該部署名 IDを付与された法人会員の部署に所属する

役員及び従業員のうち、法人会員が指定した決済サービス利用者が使用することがで

き、それ以外の者が使用することはできません。会員等は、個人名 ID及び部署名 IDに

それぞれ設定されたログインパスワードが当該 IDを使用することができる者以外に知

られることのないように設定、管理しなければならないものとします。 

３ ある部署名 ID を使用することを認められている決済サービス利用者が当該部署に帰属

しなくなった等の事情により、当該部署名 IDを使用することができなくなった場合は、

法人会員は、当該部署名 IDに対応するログインパスワードを変更しなければなりませ

ん。 

４ 会員等は、「お客さま番号」及び「お問い合わせ番号」が通知されたときは、他人に知

られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、お客さま番

号に対応するログインパスワードについても同様とします。 

 

第６条（決済サービスの利用） 

１ 決済サービス利用者は、BTM旅行会社のウェブサイトにログインしビジネスえきねっと

により予約した上で、JR 東日本が指定する所定の乗車券・特急券等（以下「乗車券類

等」といいます。）を購入（申込）することができます。 



２ 乗車券類等の取消又は変更された場合のご利用代金の請求等の処理は、当社所定の手

続きにより行います。また、お買上げから一定期間経過後に取消又は変更をされた場合、

一旦ご利用代金をお支払いいただいた後に、払い戻し相当額を法人会員があらかじめ

指定した預金口座へ振込をさせていただく場合があります。 

３ 法人会員は、決済サービスを利用した取引により生じた JR東日本の会員等に対する債

権を、任意な時期及び方法により JR東日本が当社に譲渡することについて、あらかじ

め承認するものとします。また債権譲渡について JR東日本は会員等への通知又は承諾

の請求を省略するものとします。 

４ 法人会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる

相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗

弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。 

５ 法人会員のお支払い実績等を勘案し、当社は、会員等に通知することなく決済サービス

の利用をお断りする場合があります。 

６ 会員等は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入又は役務の提供等に決済

サービスを利用することはできません。ただし、法人会員は、現金を取得することを目

的としていたことを理由に当該利用に係る利用代金の支払義務を免れることはできま

せん。 

 

第７条（業務代行） 

１ 会員等は、BTM旅行会社が当社に代わって次の業務を行うことを、あらかじめ承諾する

ものとします。 

（1）会員等が当社に支払うべき、決済サービスの利用その他本規約に基づく会員等の

当社に対する一切の支払い債務（以下、これらを総称して「決済サービス利用に

よる支払金等」といいます。）の請求業務 

（2）決済サービス利用による支払金等の収納業務 

（3）その他決済サービスにかかわる業務のうち当社が指定したもの 

２ 会員等は、当社又は BTM 旅行会社の指定する委託先に当社又は BTM 旅行会社が前項の

業務を委託することをあらかじめ承諾するものとします。 

３ 会員等は、当社又は BTM 旅行会社が第 1 項及び前項の代行業務の範囲を追加・変更す

ることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。 

 

第８条（利用可能枠） 

１ 決済サービスの利用可能枠は、当社が定めた金額とし、法人会員に通知します。法人会

員の支払い実績等を勘案し当社が必要と認めた場合は、当社は法人会員に通知するこ

となくいつでも利用可能枠を変更できるものとします。 

２ 会員等は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えて決済サービスを利用しては



ならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えて決済サービスを

利用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。な

お、当社の指定する乗車券類等については、利用可能枠を別に制限することがあります。 

 

第９条（担保の提供及び変更） 

１ 当社は、決済サービスの利用による支払金等を保全するために、取引条件として担保

の提供を求めることができるものとします。 

２ 当社が法人会員の信用状態を審査し必要と認めた場合、法人会員は、決済サービス利用

による支払金等を保全するために、当社の指定する期日までに当社が請求する担保の

提供又は変更に応じるものとします。 

 

第 10条（お支払い） 

１ BTM旅行会社は、第 7条第 1項の規定により決済サービス利用による支払金等を請求

いたします。 

２ BTM旅行会社と法人会員間の精算方式については、別途 BTM旅行会社と法人会員間の

個別契約（以下「個別契約」といいます。）で定めるものとします。 

３ 法人会員は、BTM 旅行会社が会員等から決済サービス利用による支払金等を収納でき

なかった場合、第 7条第 1項の規定によらず当社が直接会員等へ請求することがある

ことについてあらかじめ承諾するものとします。 

４ 前項の規定により当社が決済サービス利用による支払金等を請求する場合は、法人会

員は当社が指定する方法で支払うものとします。 

５ 当社又は BTM 旅行会社は、法人会員から領収書発行の請求があった場合又はその他 

当社もしくは BTM 旅行会社が指定する場合を除き、領収書の発行はいたしません。 

 

第 11条（お支払い内容等） 

１ BTM旅行会社は、法人会員に対し決済サービス利用による支払金等を請求するとき

は、あらかじめ請求内容を法人会員に通知します。 

２ お支払い内容等については、法人会員が請求書を受け取った後 1週間以内に特にお申 

し出のない限り、法人会員により承認されたものとみなします。 

 

第 12条（お支払い金の充当方法） 

法人会員からお支払いいただいた金額が、決済サービス利用による支払金等を完済させ

るに足りないときは、法人会員に通知することなく当社が適当と認める順序、方法によりい

ずれの債務に充当しても異議ないものとします。 

 

 



第 13条（所有権留保に伴う特約） 

会員等は、決済サービス利用により購入した乗車券類等の所有権が、当該乗車券類等に係

る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するも

のとします。 

（1）善良なる管理者の注意をもって乗車券類等を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他

当社の所有権を侵害する行為をしないこと。 

（2）乗車券類等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨

を BTM旅行会社を通じて当社に連絡するとともに、当社が乗車券類等を所有して

いることを主張証明してその排除に努めること。 

 

第 14条（乗車券類等の引取り及び評価・充当） 

１ 会員等が第 20条及び第 21条のいずれかに該当したときは、当社は留保した所有権に

基づき乗車券類等を引き取ることができるものとします。 

２ 会員等は、当社が前項により乗車券類等を引き取ったときは法人会員と当社が協議の

上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに

同意するものとし、決済サービス利用者はこれに異議を述べません。なお、過不足が生

じたときは法人会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。 

 

第 15条（費用等の負担） 

１ 以下の諸費用については、法人会員が負担するものとします。 

（1）会員等の乗車券類等の取得・保管・使用に関する費用。 

（2）会員等が提供を受けるサービスその他に関する費用。 

（3）決済サービス利用及び本規約に基づく諸費用。 

（4）本項第 1号及び第 2号に関する契約の締結及び履行並びに前号の諸費用に関して

公租公課（消費税等を含みます。）が課され、又は増額される場合は、当該公租公

課相当額又は当該増加額。 

２ 本規約に基づく債務の支払いに関する公正証書等の作成費用は、会員資格喪失の前後

を問わず法人会員が負担するものとします。 

 

第 16条（お客さま番号等の漏洩等） 

１ 会員等は、原因の如何を問わず、第三者にお客さま番号、お問い合わせ番号又はログイ

ンパスワード（以下「お客さま番号等」といいます。）が知られた場合、又は知られた

蓋然性が高いと認められる場合（以下「漏洩等の事故」といいます。）、速やかに当社及

び BTM 旅行会社が指定する取次箇所まで連絡し、取次箇所の指示に従うものとします。 

２ 第三者がお客さま番号等を利用し、決済サービスが利用された場合、法人会員は、当該

利用に係る代金の支払義務を負うものとします。 



３ 前項の定めにかかわらず、お客さま番号等の管理について会員等に故意又は過失のな

い場合は、その使用代金は法人会員の負担としません。但し、次の場合を除きます。 

（1）法人会員の役員、従業員又は決済サービス利用者の家族、同居人等が関与したこと 

により、第三者にお客さま番号等が利用されたとき。 

（2）当社が会員等から漏洩等の通知を受理した日の前日から起算して 61日前の日以前 

に生じた損害のとき。 

（3）本規約に違反している状況において、お客さま番号等の漏洩等の事故又は第三者 

による利用が発生したとき。 

（4）会員等が BTM旅行会社を通じて当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提 

出した書類に不備又は不正があったとき。 

（5）会員等がお客さま番号等の漏洩等の事故に関する事実及び被害状況の調査に協力 

しないとき。 

 

第 17条（お客さま番号の再発番） 

１ 会員等がお客さま番号の再発番を希望したときは、当社が認めた場合に限り当社が指

定した手続きにより再発番いたします。 

２ 当社は、当社におけるお客さま番号情報の管理、保護等、業務上必要と判断した場合、

お客さま番号を変更して再発番ができるものとし、会員等はあらかじめこれを承認す

るものとします。 

 

第 18条（諸届出事項の変更） 

１ 会員等は、諸届出事項について変更があった場合には、速やかに両社に通知するとと

もに、当社所定の変更届を両社へ届け出るものとし、当社所定の手続き完了をもって

変更したものとします。 

２ 前項の変更事項についての通知及び変更届出がない場合、当社からの通知又は送付書

類その他のものが延着し、又は到着しなかったときでも、当社が当社に届け出られて

いる事項に基づいた処理をしたときは、通常到着すべきときに会員等に到着したもの

とみなします。ただし、前項の通知又は変更届出を行わなかったことについて、やむ

を得ない事情があるときはこの限りではありません。 

 

第 19条（会員資格及びサービス利用者資格の再審査） 

両社は、会員等の適格性について定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員等は

必要に応じて BTM 旅行会社を通じて両社の求める資料の提出等、両社の指示に応じなけれ

ばならないものとします。 

 

 



第 20条（退会・会員資格の喪失及び決済サービスの利用停止） 

１ 法人会員は、自己の都合により退会するときは、BTM旅行会社を通じて当社所定の手続

きをすることにより退会することができます。この場合、当社の退会の手続きの完了を

もって退会したものとします。 

２ 決済サービス利用者が退職する場合又は法人会員が決済サービス利用者のサービス利

用を認めないと判断した場合には、直ちに法人会員は BTM 旅行会社を通じて両社に対

し所定の手続きにより当該決済サービス利用者による決済サービスの利用停止の申請

を行うものとし、当社がこれに対する承認処理をした時点で、当該決済サービスの利用

ができなくなるものとします。 

３ 当社は、会員等が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告なくして

会員資格の喪失、決済サービスの利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあ

ります。 

（1）会員等が本規約に違反したとき。 

（2）当社に対する会員等の本規約に基づく債務以外の債務につき重大な不履行があっ

たとき、又は虚偽の申告があったとき。 

（3）会員等の信用状態が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると当社が判断した 

とき。 

（4）本申込み及び決済サービス利用につき、虚偽の申告をしたことが判明したとき。 

（5）第 18条に違反する等、会員等の責に帰すべき事由により会員等の所在が不明と 

なり、当社からの会員等への連絡が不可能であると判断したとき。 

（6）会員等、会員等の役員・従業員等又は会員等を実質的に支配しもしくは経営に 

影響力を行使できる者が、次のいずれかに該当することが判明したとき。 

    ① 暴力団 

    ② 暴力団員 

    ③ 暴力団準構成員 

    ④ 暴力団関係企業に属する者 

    ⑤ 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

    ⑥ その他本号①から⑤に準ずる者 

（7）会員等、会員等の役員・従業員等又は会員等を実質的に支配しもしくは経営に影 

響力を行使できる者が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為 

をしたとき。 

    ① 暴力的な要求行為 

    ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

    ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

    ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の

業務を妨害する行為 



      ⑤ その他本号①から④に準ずる行為 

（8）個別契約で定めた約定日にお支払いがなかったとき。 

（9）その他決済サービスの利用状況が適切でない又は信義に反すると認められるとき。 

４ 前項の処置は、当社所定の方法により行うものとします。 

５ 法人会員が退会した場合又は会員資格を喪失した場合、会員等は当社の請求により残

債務の全額を直ちにお支払いいただくことがあります。なお、会員等は、決済サービス

利用による支払金等についてその支払いの責を負うものとします。 

 

第 21条（期限の利益喪失） 

１ 会員等は、次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規

約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。 

（1）本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 

（2）自らが振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になっ

たとき。 

（3）差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は租税の滞納処分を受けたとき。 

（4）破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立てを 

受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。 

２ 会員等が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を

失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。 

（1）乗車券類等の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害 

する行為をしたとき。 

（2）本規約上の義務に違反したとき。 

（3）会員等の信用状態が著しく悪化したとき。 

（4）会員資格を喪失したとき。 

 

第 22条（遅延損害金） 

１ 会員等が、前条の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至

るまで決済サービス利用による支払金等の残金額に対し、実質年率 14.6％（１年を 365

日又は閏年は１年を 366 日とする日割計算）を乗じた額の遅延損害金をお支払いいた

だきます。 

２ 会員等が、前項に定める場合を除き、決済サービス利用による支払金等の支払いを遅滞

したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、実質年率 14.6％

（１年を 365 日又は閏年は１年を 366 日とする日割計算）を乗じた額の遅延損害金を

お支払いいただきます。 

 

 



第 23条（規約の変更） 

１ 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約及び付随する特約を第 2項に定める方法

により変更することができます。 

（1）変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 

（2）変更の内容が本規約及び付随する特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性

変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであると

き。 

２ 前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約及び付随す

る特約を変更する旨、並びに変更後の内容及び効力発生時期を効力発生日の 60日前ま

でに周知します。 

 

第 24条（会員規約の優越） 

本規約と JR東日本、BTM旅行会社が定めるビジネスえきねっと BTM利用規約との関係は、

以下の通りとなります。 

（1）ビジネスえきねっと BTM利用規約との内容に相違がある場合、本規約が優先して

適用されます。 

（2）本規約に定めのない事項については、ビジネスえきねっと BTM利用規約が適用さ

れます。 

 

第 25条（準拠法） 

本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、日本法に準拠するものとします。 

 

第 26条（合意管轄裁判所） 

会員等は、本規約について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁

判所を合意管轄裁判所とします。 

 

【お問い合わせ・ご相談窓口】 

・本規約及び個人情報の開示・訂正・削除等の決済サービス利用者等の個人情報に関するお

問い合わせは下記にご連絡ください。 

株式会社ビューカード ビューカードセンター（法人） 

〒141-8601 東京都品川区大崎一丁目 5番 1号 

TEL 03-6685-7600 

 

各 BTM旅行会社のお問い合わせ先は次のホームページにてご確認いただけます。 

なお、随時追加されることがあります。 

https://www.jreast.co.jp/card/corporation/btm-list.pdf 

https://www.jreast.co.jp/card/corporation/btm-list.pdf


個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項 

第 1条（個人情報の収集、保有、利用、預託） 

１ 会員の入会申込みにあたり決済サービス利用を申込まれた方、代表者、部署連絡担当者

及び法人管理担当者として指定された方並びに決済サービス利用者（以下これらを併

せて「決済サービス利用者等」といいます。）は、下表に示す利用目的のため、決済サ

ービス利用者等の以下の i)～vi)の情報を株式会社ビューカード（以下「当社」といい

ます。）及び出張管理システムを用いた法人向けサービスを提供する当社が指定した旅

行会社（以下「BTM 旅行会社」といい、併せて「両社」といいます。）が必要な保護措

置を講じた上で収集、利用することに同意します。 

 

利用目的 利用情報 

①与信判断、与信後の管理、債権の回収 i) ⅱ）ⅲ） 

ⅳ）ⅴ）ⅵ） 

②決済サービスの機能、決済サービス付帯サービス、特典等の提供 i) ⅱ）ⅲ） 

③市場調査、商品開発 i) ⅱ）ⅲ） 

④金融業等当社が営む事業（当社の具体的な事業内容については当社

所定の方法[当社ホ―ムページ等]によってお知らせします）における

宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、並びにクレジットカード事業に

おける加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 

i) ⅱ）ⅲ） 

 

ⅰ）氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の番

号、本人確認書類の記号番号等、緊急時の連絡先、E-Mail アドレス等、決済サービ

ス利用者等が入会申込時に届けた事項及びビジネスえきねっと BTM 決済サービス会

員規約（以下「本規約」といいます。）第 18条に基づき入会後に届けた事項 

ⅱ）入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、決済サービス利用者等と両社の契約に関 

する事項 

ⅲ）決済サービス利用者等の決済サービスの利用内容、支払状況及びお電話等でのお問 

合せ等により両社が知り得た情報（通話内容含む） 

ⅳ）官報や電話帳等一般に公開されている情報 

ⅴ）犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項、その他 

適法かつ適正な方法により両社が収集した公的機関が発行する書類の記載事項 

ⅵ）両社との本契約以外の決済サービス利用者等との契約から収集した決済サービス利

用者等の属性情報及び取引情報 

 



２ 決済サービス利用者等は、両社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な

範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。 

 

第２条（個人情報の開示、訂正、削除） 

１ 決済サービス利用者等は、当社又は BTM 旅行会社が取得し保有する個人情報の開示請

求ができます。その場合、本規約の末尾記載の両社相談窓口へ連絡するものとします。 

２ 決済サービス利用者等は、個人情報保護法に定める共同利用に個人情報（データ）が提

供されている場合において、東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR東日本」といいます。）

及び JR 東日本の有価証券報告書等に記載されている JR 東日本のグループ会社が利用

する個人情報の開示請求を、個人情報管理責任者（株式会社ビューカード）に対して行

うことができます。 

３ 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、速やかに訂正又は削除に

応じます。 

 

第３条（個人情報の取扱いに関する不同意） 

両社は、決済サービス利用者等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合及

び本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合は、入会をお断りすることや退会

の手続きをとることがあります。ただし、第 1条第 1項表中「利用目的④」に同意しない場

合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありませ

ん（なお、個人情報保護法に定める共同利用に個人情報（データ）が提供されている場合は、

共同利用目的のうち「営業案内等の送付等又は関連サービスの提供等に関する目的」に同意

しない場合も同じです。）。 

 

第４条（宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出） 

１ 決済サービス利用者等は、第１条表に掲げる利用目的④に定める営業案内等の中止を

申し出ることができます。その場合、本規約の末尾記載の両社相談窓口へ連絡するもの

とします。 

２ 決済サービス利用者等は、当社が個人情報保護法に定める共同利用に個人情報（データ）

が提供されている場合においても、共同利用目的のひとつとして定める営業案内等の

送付等に関して、その中止を申し出ることができます。なお、その場合は個人情報管理

責任者（株式会社ビューカード）に連絡するものとします。 

 

 

第５条（入会申込の事実の保存等） 

１ 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、第 1条第 1項表中「利

用目的①」に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず利用目的の達成に必要



な限り保存されます。 

２ 本規約第 20条に定める退会の申し出又は会員資格の喪失又は決済サービスの利用停止

後も、第 1条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は両社が定める所

定の期間、個人情報を保有し、利用します。 

  

【個人情報の共同利用について】 

当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき収集した個人情報を、JR東日本を含む JR

東日本の有価証券報告書等に記載されているグループ会社に共有いたします。詳細は、当社

HPのプライバシーポリシーにおいてご確認いただけます。 

 

 

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意条項 

第１条  法人会員及び決済サービス利用者（以下併せて「会員等」といいます。）、会員等

の役員・従業員等又は会員等を実質的に支配しもしくは経営に影響力を行使でき

る者は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しない

ことを確約するものとします。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業に属する者 

(5) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

(6) その他(1)から(5)に準ずる者 

 

第２条  会員等、会員等の役員・従業員等又は会員等を実質的に支配しもしくは経営に影

響力を行使できる者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当す

る行為を行わないことを確約いたします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務 

を妨害する行為 

(5) その他(1)から(4)に準ずる行為 
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